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１ 市営プールの統廃合に係る検討の経緯 

 市営プールの統廃合については、入間市行政改革大綱第１期実行計画における個別改

革進行プランに「市営プールのあり方」として位置づけられており、令和３年度末を期

限に、市内に２箇所ある市営プールの今後の存廃方針を決定することとしている。 

 スポーツ推進課では、方針作成にあたり、プールの利用主体である市民のご意見を参

考とさせていただくため、平成２９年６月に入間市長から入間市スポーツ推進審議会に

対して同テーマを諮問し、平成３１年２月に、「市営プールを一つに統合する」との結

論を示した答申書が提出された。 

 スポーツ推進課では、スポーツ推進審議会での答申内容をふまえ、利用実態や財政面、

機能面等から検討し、令和４年３月、市営プールの統廃合についての市の方向性をまと

めたものである。 

 

２ 市営プールの統廃合について（市の方向性） 

（１）答申書に対する市の考え 

  市民のスポーツ活動のための環境整備の重要性を考慮しつつも、市営プールの老朽 

化による維持管理費や修繕費等の増加、市営プール利用者数の減少、市民の市営プー 

ルに求める機能、県内公営プールの廃止傾向の加速化をふまえ、２つの市営プールを 

１つに統合するとのスポーツ推進審議会の答申書の結論は、極めて妥当なものである 

と考える。 

 

（２）当面の市の方向性について 

 

  入間市運動公園プールを存続し、中央公園プールは令和４年度

をもって廃止する。 

 

〔理 由〕 

中央公園プールは運動公園プールよりも建築年代が１０年以上古く、施設

や設備の老朽化も顕著であり、このまま年数を重ねることにより、維持管理

のコストが増大になる。 

また、年間利用者数は中央公園プールよりも運動公園プールの方が多い状

況である※。 

※プールを開催した過去 5 年間の年間利用者数のデータ（プール事故により開設

日数が短縮した平成 29 年度を除く）の平均値では、運動公園が中央公園より

も約 1,700 人多い。 



   

〔スケジュール〕 

時 期 市営プール統廃合の対応 

〔令和４年度〕 

〜5月 

 

6 月（市議会定例会） 

7 月中旬〜8月 

 

 

・スポーツ推進審議会に対して、市営プールの統廃合について

説明 

・市営プールの統廃合について、全員協議会で報告。 

・運動公園プール開設。中央公園プールは漏水により開設中止 

（令和４年度当初予算は１プール分のみ計上）。 

 

12月（市議会定例会） ・入間市体育施設設置及び管理条例改正案 

（中央公園プール廃止）を上程（※１） 

  

１月以降 

 

 

・中央公園プール廃止に伴う周知 

（広報いるま、市公式 HP、公共施設内掲示） 

・中央公園プール廃止に伴う関連事業（展示、寄書等）の実施 

 

〔令和５年度〕 

4 月 1日 

 

 

・改正入間市体育施設設置及び管理条例施行 

 

※１ 市体育施設設置及び管理条例の改正案上程については、中央公園テニスコー

ト改修工事の実施に伴い、テニスコート使用料についても改正する。 

 

（３）今後の市の方向性について 

 中央公園プール廃止後の跡地利用については、中央公園全体の整備方針と合わせて検

討する必要があり、都市公園を所管する都市計画課等の関係部署と調整しながら進める。 

 また、運動公園プールについては、存続のあり方についての検討が必要である。コロ

ナ後の市営プールのあり方について、社会的な状況や市民ニーズの変化をふまえて検討

した上で、その規模や仕様、機能等を具体化する。 

なお、検討にあたっては、小中学校プールを管轄する教育委員会との調整や、審議会

からの意見聴取を行う。平成３０年度の審議会の答申書では、存続するプールについて、

市民アンケート結果や利用実態から、「親子や子どもに対象を絞ったプール」を提案い

ただいたが、コロナ禍を経た運動公園プールの方向性について、審議会に改めてご意見

をいただきたいと考える。 

 



   

〔参考〕 

市営プールの概要 

プール名 運動公園プール 中央公園プール 

住 所 入間市豊岡４－２－１ 入間市大字扇町屋１２５０－１ 

開場年月 昭和５４（１９７９）年７月 

※運動公園の開設は昭和５２年 

昭和４１（１９６６）年７月 

営業期間 
７月～９月初旬 午前１０時～午後５時 

（条例上は７月１日～９月３０日。午前１０時～午後６時） 

入場料 

小学生１００円、中学生・高校生２００円、大人３００円、乳幼児無料。 

ロッカー５０円。 

※小学３年生以下の子どもの入場は保護者の付き添いが必要。 

※障がい者は入場無料（介助者 1 名まで無料）。 

施設概要 ５０ｍプール、９コース。 

２４ｍ付近までプールフロアを設置。 

児童用プールあり。 

 

５０ｍプール、７コース。 

児童用プールあり。 

 

施設写真   

管理運営 指定管理者 

  


